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第
６
回
総
務
文
教
常
任
委
員
会

６
月
３
日

１
．
幌
延
町
第
６
次
社
会
教
育

中
期
計
画
に
つ
い
て

　
計
画
策
定
経
過
は
、
７
月
24

日
に
教
育
委
員
長
か
ら
諮
問
を

受
け
、
社
会
教
育
委
員
９
名
、

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
３
名
の
合

計
12
名
で
５
回
の
審
議
を
経
て
、

３
月
25
日
に
答
申
。

〇
そ
の
基
本
的
考
え
方

・
町
民
一
人
ひ
と
り
が
何
時
で

も
、
何
処
で
も
、
誰
で
も
、
学

習
活
動
に
参
加
出
来
る
機
会
の

充
実
を
図
り
、
人
づ
く
り
、
ま

ち
づ
く
り
の
実
現
を
目
指
し
、

生
涯
学
習
の
基
盤
確
立
の
た
め

と
す
る
。

２
．
幌
延
町
の
社
会
保
障
・
税

番
号
制
度
へ
の
取
り
組
み
に

つ
い
て

〇
幌
延
町
番
号
制
度
関
係
課
連

絡
会
議
を
設
置
し
た
。

・
個
人
番
号
は
、
来
年
10
月
か

ら
付
番
と
個
人
へ
の
通
知
が
始

ま
る
。

・
番
号
制
度
導
入
の
た
め
の
シ

ス
テ
ム
改
修
、
職
員
研
修
、
住

民
へ
の
広
報
等
を
今
年
度
か
ら

進
め
る
。

　
今
ま
で
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
と
の
絡
み
は
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
28
年
１

月
か
ら
発
行
し
、
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
の
新
規
発
行
は
27
年

12
月
で
終
了
す
る
。
住
民
基
本

カ
ー
ド
は
有
効
期
間
が
10
年
で
、

途
中
で
個
人
カ
ー
ド
へ
の
切
り

替
え
申
請
を
す
る
と
そ
の
時
点

で
失
効
。

　
窓
口
で
個
人
カ
ー
ド
と
通
知

カ
ー
ド
等
カ
ー
ド
の
種
類
に
よ

り
混
雑
す
る
対
処
は
。

　
通
知
カ
ー
ド
は
顔
写
真
が
入

ら
な
い
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
に

す
る
と
顔
写
真
入
り
で
便
利
な

は
ず
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
も
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
た
い
。

　
住
基
カ
ー
ド
の
シ
ス
テ
ム
も

10
年
間
維
持
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
経
費
や
シ
ス
テ
ム
改
修

経
費
は
。

　
シ
ス
テ
ム
改
修
は
全
面
的
改

修
で
は
な
く
、
一
部
改
修
と
な

り
、
ク
ラ
ウ
ド
化
も
進
め
て
い

る
の
で
、
費
用
は
安
く
済
む
。

　
カ
ー
ド
の
経
費
は
個
人
に
持

た
せ
る
の
か
。

　
個
人
カ
ー
ド
経
費
に
つ
い
て

は
、
政
府
内
で
検
討
中
。

第
４
回
産
業
厚
生
常
任
委
員
会

５
月
16
日

１
．
平
成
26
年
度
国
民
健
康
保

険
税
率
改
正
に
伴
う
試
算
の

状
況
に
つ
い
て

　
こ
の
度
の
改
正
は
、
平
成
25

年
度
の
宗
谷
管
内
の
市
及
び
税

率
が
著
し
く
違
う
町
村
を
除
い

た
町
村
の
平
均
に
よ
り
算
定
し

た
税
率
を
適
用
す
る
。

　
医
療
保
険
分
の
一
部
と
後
期

高
齢
者
支
援
分
の
一
部
に
つ
い

て
改
正
す
る
。
ま
た
、
軽
減
判

定
基
準
に
つ
い
て
も
改
正
を
し
、

軽
減
の
適
用
も
拡
充
す
る
。

　
税
率
を
改
正
し
税
収
が
増
額

さ
れ
て
も
財
源
不
足
が
生
じ
る

た
め
、
法
定
外
繰
入
が
必
要
な

状
況
で
あ
る
。

　
法
定
外
繰
入
を
す
る
と
い
う

説
明
が
あ
っ
た
が
、
他
町
村
の

状
況
は
ど
う
か
。

　
宗
谷
管
内
と
留
萌
管
内
に
つ

い
て
調
べ
た
。
留
萌
管
内
で
は

一
切
行
っ
て
い
な
い
。
宗
谷
管

内
に
つ
い
て
は
、
全
市
町
村
で

実
施
し
て
い
る
。

　
国
保
加
入
者
の
負
担
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
が
、

今
後
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
。

　
負
担
が
大
き
く
な
っ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
充
分
認
識
し

て
い
る
。
今
後
、
都
道
府
県
単

位
に
移
っ
て
行
く
こ
と
を
考
え

る
と
、
全
道
平
均
を
見
な
が
ら

税
率
を
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
急
激
な
負

担
増
に
つ
な
が
る
の
で
は
と
懸

念
し
て
い
る
。

２
．
幌
延
町
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
の
概

要
に
つ
い
て

　
新
た
な
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
発
生
に
備
え
、
国
全
体
と

し
て
万
全
な
体
制
を
整
備
し
、

対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
に
特

別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
。
本

町
に
お
い
て
も
そ
の
趣
旨
に
基

づ
き
、
行
動
計
画
を
策
定
す
る

こ
と
と
し
た
。

　
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方

針
は
、
感
染
拡
大
を
可
能
な
限

り
抑
制
し
町
民
の
生
命
及
び
健

康
を
保
護
す
る
こ
と
と
、
生
活

及
び
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
を
最

小
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と

し
、
対
策
の
目
的
や
考
え
方
な

ど
、
主
要
５
項
目
で
構
成
し
た

行
動
計
画
に
な
っ
て
い
る
。

　
町
の
役
割
と
し
て
は
、
町
民

や
事
業
者
へ
の
正
確
か
つ
迅
速

な
情
報
の
提
供
や
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
等
、
国
が
示
す
基
本
的
な

方
針
に
基
づ
き
、
的
確
に
対
策

を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　
対
策
本
部
の
中
身
は
。

　
町
長
を
中
心
に
、
副
町
長
と

教
育
長
、
各
課
長
で
構
成
さ
れ
、

事
務
局
は
生
活
環
境
グ
ル
ー
プ

と
保
健
セ
ン
タ
ー
が
あ
た
る
。
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